
参考漁場図（共同漁業）

（注）
・ 短共１は免許番号「短共第１号」の略（ほか同じ）
・ 共１は存続期間10年の通常免許（H25.9～R5.8）



参考漁場図（区画漁業）

（注）
・ 短区１は免許番号「短区第１号」の略（ほか同じ）
・ 区1、区2は存続期間5年の通常免許（H30.9～R5.8）


